
 

 

 

 

 

 

令和２年度 事業計画書 

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで） 

 



 

令 和 ２ 年 度   事 業 計 画 

 

第１ 事業計画策定基調 

我が国の経済は、デフレ脱却と経済再生を最優先課題として７年近くにわたり取り組んだア

ベノミクスにより、ＧＤＰは過去最大規模に達しており、景気は内需を中心に穏やかな回復基

調を保っているとの評価である。その一方で、貿易摩擦、自然災害などにより経済が下方する

リスクを含んでいるさなか、新型肺炎による影響は年度当初からの日本経済に大きな打撃を加

え続けている。 

政府は、少子高齢化という構造的な課題へ対処するため、「人づくり革命」及び「働き方改

革」にかかる対策を推進するとともに、最先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経

済再生への道筋を確実なものとするとしている。 

こうした状況の中、国民生活、産業活動のライフラインとして重要な責務を担うトラック運

送業界は、改正貨物自動車運送事業法が施行されたことに伴い「荷主対策の深度化」、「規制

の適正化」、「標準的な運賃の告示制度の導入」の３つの施策をセットとして一体的に取り組

むことにより、業界の健全な」発展を図っていきたい。新たな時代「令和２年」に臨み、課題

解決への思いをひとつにして、全力で対応するものである。 

  ついては、今後のトラック運送事業の進化・発展に向けて、全日本トラック協会との一層緊

密な連携のもとに、以下の7項目を重点施策として位置付け、第3の事業活動の概要に基づく

諸施策を積極的に推進していくこととする。 

なお、事業の執行にあたっては、透明性、公平性、効率性を確保しつつ、適正な執行に努め

るものとする。 

 

第２ 重 点 施 策 

 

１．交通事故・交通公害・労働災害防止対策事業 

 ２．経営改善・広報対策事業 

 ３．環境対策事業 

 ４．労働対策事業 

 ５．貨物自動車運送適正化対策事業 

 ６．緊急物資輸送体制整備事業 

 ７．税制・金融対策事業 

 

第３ 事 業 活 動 

     前記重点施策は、関係委員会及び部会が中心となり、次の事業を推進する。 

 1．交通事故・交通公害・労働災害防止対策事業 

安心で安全な輸送の実現を目指すための法令遵守、及びトラックに起因する重大事故の発生実

態を見据えた的確な指導、並びに『事業用自動車総合安全プラン２０２０』への対応 

＝全国共通目標 ： 車両１万台あたりの死亡事故件数・死者数を１．５以下にする＝ 



 

(1) 事業用自動車総合安全プラン２０２０に基づく事故削減に向けた事業の推進及び運

輸安全マネジメントの効果的な実践 

(2) 各季交通安全運動の実施及び、年末年始の輸送繁忙期における『正しい運転・明る

い輸送運動』の展開 

(3) 飲酒や過労、健康に起因する事故防止のための健康管理の徹底と点呼の確実な実施 

(4) 車両点検の確実な実施による不具合の早期発見及び環境に優しい省エネ運転の実践 

(5) 駐車規制の見直しに対応した関係機関への要請 

(6) 初任運転者に対する教育指導の実施支援ほか、研修会の開催及び､ドライバー等安全

教育研修の開催及び参加促進 

(7) 運転者の運転経歴証明書の活用及び適性診断の受診促進 

(8) 優良ドライバー認定の推進 

(9) 岐阜県トラックドライバーコンテストの開催及び全国トラックドライバーコンテス

トへの選手派遣 

(10) ドライブレコーダーや後方及び側方視野確認支援装置の普及促進並びに衝突被害軽減

ブレーキ搭載車両等ASV関連の導入促進 

（１１） 各種安全機器を活用した危険予知訓練等の推進 

（１2） 全自動血圧計（業務用）の導入促進及び助成措置 

(13) 関係当局及び岐阜県高速道路交通安全協議会との連携協力 

 

2．経営改善・広報対策事業 

トラック運送事業の生産性向上を促進するため、次の諸対策を推進する。 

(1) 標準的運賃・料金の適正収受の推進 

(2) 荷主との適正取引・契約書面化等の取り組みの実践による取引環境の改善 

(3) 事業経営に資するための各種助成・利子補給措置の遂行 

(4) 中小事業者の情報化の推進及び情報セキュリティー対策の対応 

(5) 高速道路通行料金の大口・多頻度割引最大５０％の継続・恒久化への要望 

(6) 事業後継者及び青年経営者の育成 

(7) 自家用燃料供給施設整備及び災害等停電時の緊急用発電機・計量機の導入助成措置 

(8) 「10月9日トラックの日」のＰＲ活動及びシンボルマーク・シンボルマスコットを活

用した広報活動 

(9) 広報誌、ホームページ、メールマガジン等による情報の発信 

 

3．環境対策事業 

社会と共生し、環境にやさしいトラック輸送の実現を目指し、次の環境対策を推進する。 

(1) 「地球温暖化対策計画」に基づく温室効果ガスの排出抑制を図るため、関係官庁等の

施策に連携、協力するとともに各種広報・啓発活動の実施 

(2) 業界のディーゼル車排出ガス対策等環境保全対策を積極的に推進するための広報啓    

発活動の推進 



 

(3) 先進環境対応車（天然ガス自動車、ハイブリッド自動車等）への車両代替え促進と助

成措置及び利子補給制度の活用 

(4) グリーン経営認証取得及びエコドライブやアイドリングストップのための機器の普及

促進並びに助成措置 

 

4．労働対策事業 

(1) 過労防止対策の推進 

働き方改革の実現に向けた労働関連法の改正施行に伴い、過労や健康に起因する事故

の防止を図るための取り組みの強化 

① ドライバーの適切な労働時間の把握と管理並びに改善基準を遵守した運行計画の策定 

② ドライバー職以外の職種における年間総労働時間の短縮の推進 

③ 効果的点呼の活用による労働時間の短縮の推進 

④ 取引環境・労働時間改善協議会の運営及び「取引環境と長時間労働の改善に向けた

ガイドライン」並びに「ホワイト物流」推進運動の周知の促進 

⑤ 医師による面接指導制度の周知と実践、並びに健康診断の確実な実施と脳ドック、  

脳 MRI 健診の周知並びに特定保健指導の活用 

⑥ SAS 等、各種スクリーニング検査の促進 

 

(2) 労働力確保の対策事業 

① 「運転者職場環境良好度認証制度（働きやすい職場認証制度）」の普及促進 

② 若年・女性・高齢ドライバーの雇用・育成・定着のための環境整備教育の充実 

③ 人材確保に向けた荷主業界への積極的広報の実施 

④ 準中型免許、上位運転免許取得に対する助成措置並びに要望活動の実施 

⑤ 人材育成のための研修会への参加促進（中部トラック総合研修センター及び中小企業

大学校等） 

⑥ 指定保養所・スポーツ施設補助による福利厚生事業の推進 

 

(3) 労災事故撲滅運動の推進 

① 陸災防と連携した労災事故防止のための施策の推進 

② 荷役作業における労災事故防止のためのガイドラインの徹底 

 

5．貨物自動車運送適正化対策事業 

改正貨物自動車運送事業法への対応及び全国適正化事業実施機関の令和 2 年度事業活動

指針に基づく有効かつ効率的な活動の推進 

（1） 貨物自動車運送事業法改正に伴う省令改正の周知、徹底 

（2） 端緒に基づく巡回対象事業者をはじめとした法令遵守に資する「トラドック」の更な

る活用促進 

 



 

（3） 「Ｇマーク」「引越安心マーク」等、優良事業者（事業所）認定制度の積極的な取得

の推進 

（4） 運輸支局等との連携強化及び特別巡回指導の適切な対応 

 

6．緊急物資輸送体制整備事業 

緊急物資輸送体制の整備を図る。 

(1)  大規模災害発生時における緊急救援物資輸送体制の確立 

(2)  災害時におけるサービスセンター・グラウンド等の既存施設の活用を含めたBCPの策

定及び周知 

(3)  緊急物資輸送センターにおける防災備蓄品の整備 

(4)  国・県等の行政官庁主体の緊急輸送訓練への参加 

(5)  協会コンピュータの整備・活用による緊急時の情報収集・発信等に対応 

(6)  災害等に備えた協会データのバックアップ体制の維持 

 

7．税制・金融対策事業 

(1) 自動車関係諸税の負担軽減及び簡素化に向けた活動の推進 

(2) 軽油引取税の旧暫定税率相当分の廃止 

(3) トラック協会が運営する災害対策関連施設の固定資産税軽減措置の適用 

 

 

第４ 一 般 業 務 

 

1．調査・研究・広報 

(1) 機関紙「岐ト協ニュース」、メールマガジンの発行 

(2) ホームページによる広報 

(3) 荷主・一般消費者に対する各種パンフレット等の配布･広報 

(4) 燃料価格、賃金実態、輸送統計等の調査及び分析と結果の公表 

 

2．説明会、研修会、講習会の開催 

   各種説明会、研修会、講習会の開催及び他の機関主催にかかる説明会等への参加奨励 

 

3．表彰と顕彰 

(1) 叙勲、褒章の申請 

(2) 運輸関係行政庁表彰の申請 

(3) 全日本トラック協会会長表彰の申請 

(4) 協会長顕彰及び表彰 

 

 



 

4．協会事務局 

(1) 職員の意識啓発・向上を図るとともに、職務意欲の高揚に努める。 

(2) 事務の合理化、簡素化、諸経費の節減に努める。 

 

5．そ の 他 

(1) 関係当局及び全日本トラック協会並びに支部、関係団体との連携強化 

(2) 岐阜県トラック事業政治連盟との連携協力 

(3) 情勢に応じ必要な事業施策を企画実施し、協会の目的と使命達成を期する。 

 

第５ 事業計画の推進 

    次の会議を通じ、事業計画を積極的に推進し、健全な協会運営を図る。 

 

 1．会議の運営 

(1) 総会 

     通常総会                ５月 

     臨時総会                必要により随時開催 

(2) 常任理事会及び理事会           必要により随時開催 

(3) 委員会及び部会 

     総務委員会               必要により随時開催 

     交付金運営委員会                               〃 

     適正化事業委員会                       年２回開催 

  適正化事業実施機関評議委員会    年２回開催 

     特別積合せ事業委員会                   必要により随時開催 

     中小企業対策委員会                             〃 

     交通事故防止対策委員会         年４回開催 

     取引環境・労働時間改善協議会      年３回開催 

     労務改善研究委員会                     必要により随時開催 

     苦情処理委員会                                 〃 

     特別積合せ運賃研究委員会                       〃 

     一般運賃研究委員会                             〃 

     緊急輸送・災害対策委員会                        〃 

     緊急輸送・災害対策小委員会           〃 

     支部組織検討委員会               〃 

     業種別部会                         〃 

     青年部会                                       〃 

     支部連絡協議会                     〃 

                                                                        以 上 


